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衆
議
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郵
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三
事
業
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営
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サ
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す
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弁
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る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
郵
政
三
事
業
民
営
化
後
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
六
月
二
十
八
日
付
け
で
日
本
郵
政
公
社
が
公
表
し
た
「
集
配
拠
点
、
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
の
外
務
営

業
拠
点
の
再
編
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
集
配
再
編
後
に
お
い
て
、
総
務
省
は
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
郵
便
の
送
達
速
度

や
配
達
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
送
達
調
査
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
。

ち
ょ
く

な
お
、
現
在
、
郵
政
民
営
化
委
員
会
に
お
い
て
も
、
三
年
ご
と
の
郵
政
民
営
化
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
総
合
的
な
見
直
し

に
つ
い
て
の
調
査
審
議
の
一
環
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
状
況
等
の
実
情
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

日
本
郵
政
公
社
に
お
い
て
は
、
顧
客
満
足
度
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、

平
成
二
十
年
八
月
に
「
郵
便
局
等
の
顧
客
満
足
度
調
査
」
を
公
表
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

郵
政
民
営
化
は
、
経
営
の
自
主
性
、
創
造
性
及
び
効
率
性
を
高
め
る
と
と
も
に
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
促
進
し
、
多
様

一



で
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
た
国
民
の
利
便
の
向
上
等
を
図
り
、
国
民
生
活
の
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
お
り
、
現
在
、
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
当
該
理
念
に
沿
っ
て
、
新
た
な
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
等
を
通
じ
、
国
民
の
た
め
に
な
る
民
営
化
の
実
現
に
努
め
る
一
方
、
地
域
住
民
か
ら
利
便
性
に
関
し
指
摘
を

受
け
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
対
応
を
始
め
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
つ
つ
、
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

郵
便
局
株
式
会
社
は
、
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
等
に
基
づ
き
、
あ
ま
ね
く
全
国
に
お

い
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
郵
便
局
を
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
市
町
村
に
一
以
上
の

郵
便
局
を
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
山
村
や
離
島
等
の
過
疎
地
に
つ
い
て
は
、
郵
便
局
株
式
会
社
法
の
施
行
の

際
現
に
存
す
る
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
西
川
善
文
取
締
役
兼
代
表
執
行
役
社
長
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
六
日
参
議
院
総
務
委
員

会
等
に
お
い
て
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
民
営
化
時
の
水
準
を
維
持
す
る
旨
答
弁
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

郵
政
民
営
化
は
、
四
機
能
（
窓
口
サ
ー
ビ
ス
、
郵
便
、
郵
便
貯
金
、
簡
易
保
険
）
を
有
し
て
い
た
日
本
郵
政
公
社
を
四
分

二



社
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
機
能
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
が
高
め
ら
れ
、
機
能
ご
と
に
効
率
的
な
経
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
で
、
良
質
で
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
国
民
の
利
便
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を

期
待
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
郵
政
民
営
化
後
の
状
況
を
検
証
し
、
改
善
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
改
善
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
る
。

三


